
              　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢 板 警 察 署
 0287-43-0110

矢板駅前交番

 0287-44-0780

 ◎矢板駅前交番管内事件事故について  
《 令和8年3月15日～4月14日(手集計) 》 

◎事件受理状況 
 ●窃盗  ２件 

　　・万引き１件、・倉庫荒らし１件 
 ●傷害  １件 

 ●器物損壊１件 
◎交通事故発生状況 

  ・死亡事故０件、・重傷事故０件　 
※駐車場から出発する際は、周囲を良く
　自分の目で確認して!!

 交通反則通告制度とは？  
 「反則行為」をした16歳以上の運転者が
取締りを受けると、青切符（反則行為とな
るべき事実の要旨等が記載された書面）が
交付され、定額の反則金の納付が通告され
ます。 

 通告を受けた人が反則金を納付したとき
は、刑事手続へは移行せず、起訴されない
（いわゆる「前科」もつかない）制度をい
います。

 交通反則通告制度(青切符)導入!   

　令和８年４月１日から自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切符）が導

入されました。安全で適正な利用をしましょう。

※　交通違反の取締りを受けた場合、警察官から「青切符」と「納付書」を交付　

　されますが、警察官がその場で現金を徴収することはありません!! ご注意を!!


